
セミナー内容

開示基準から考える
サステナビリティ経営

－ I S S B 基 準 と 人 権 尊 重 ガ イ ド ラ イ ン を 題 材 に －

た そ う 会 セ ミ ナ ー 田辺総合法律事務所
TANABE＆PARTNERS
代表田辺克彦（第一東京弁護士会）

お問い合わせ （担当:清水・小林葵）
Tel:03-3214-3811 E-Mail:seminar@tanabe-partners.com

セミナー内容 ※部分的なご受講も可能です。

お申込みは下記
ウェブサイトから！
お申込みは下記
ウェブサイトから！

https://www.tanabe-
partners.com/

こちらからも
お申込できます。

第３部 ビジネスと人権－政府ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを踏まえて
近時注目を集める「ビジネスと人権」の見地から企業に
求められる対応について、政府が今年公表した「人権
尊重ガイドライン」の内容も踏まえて、大企業・中小企
業それぞれの立場から解説します。

第２部 基礎から学ぶSASB基準
サステナビリティ関連開示の世界標準となりつつある
SASB基準について、その概要を解説し、企業が押さえ
ておくべきポイントをご紹介します。

第１部 ESG経営・開示の歴史と現在の到達点
国際会計基準におけるサステナビリティ関連開示の統一
基準策定の動向を紹介しつつ、ESG経営の歴史と現在の
到達点を俯瞰的に解説します。

※ オンラインセミナー
（「コクリポウェビナー」を利用）

参加費無料

2023.1.24(火)
14:00～17:00

※ご応募多数の場合、お断りさせて頂く場合がございます。


